
 

 

  

 

転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書 

１ ６ ０ ０ 

 

次のとおり、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋に居住しないことと 

 なるので届け出ます。 

１ 転居（予定）年月日          年   月   日 

２ （特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋に居住しないこととなる事由 

□     年  月  日付転任命令に伴う転居（                     ） 

□ その他やむを得ない事由（                               ） 

３ 転居先住所等 

  転 居 先 住 所                       電話番号   －   －    

  新 勤 務 先 の 名 称                       

  新勤務先の所在地                       電話番号   －   －    

４ （特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋の居住開始年月日 

       年   月   日 

５ その他 

 ⑴ 再居住予定年月日    □      年   月   日    □ 未定 

 ⑵ 居住の用に供しない期間の家屋の用途（予定） 

   □ 賃貸の用   □ 空家   □ その他（                     ） 

 ⑶ その他参考事項 
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 転居確認 通信日付印の年月日 確 認 
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１ この届出書は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた方が、勤務先からの転任

の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により、その控除の適用を受けていた家屋を

居住の用に供しないこととなる場合に提出するものです。 

この届出は、その家屋を再び居住の用に供することとなった場合に、その家屋に係る(特定増改築等)

住宅借入金等特別控除の適用期間の未経過年分について(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の再適

用を受けるために必要となります。 

２ この届出書は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋の所在地を所轄する

税務署長に提出してください。届出書に記載する住所、勤務先等は転居する前のものを記載してくだ

さい。 

３ 「１」欄の転居年月日が確定していない方については、予定により記載してください。 

４ 「２」欄及び「５」(1)・(2)欄は、それぞれ該当する箇所にレ点を付してください。 

なお、「２」の「  年 月 日付転任命令に伴う転居」欄のカッコ内には、転任命令のあった日

と転居(予定)年月日との間が通常転居に要すると認められる期間を超える場合などに、その理由を具

体的に記載してください。 

また、「２」の「その他やむを得ない事由」欄及び「５」(2)の「その他」欄に該当する方は、カッ

コ内にその内容を具体的に記載してください。ただし、転居等の事由がこの制度の要件に該当しない

ものであるときは、再び居住の用に供した場合においても、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の

再適用は受けられません。 

（注）転居等の事由がこの制度の要件に該当するものであるかについて、転任辞令の写しやその他や

むを得ない事由を証する書類などで確認させていただくことがあります。 

 

（添付書類） 

この届出書を提出する場合で、「年末調整のための（特定増改築等）住宅借入金等特別控除証明書」

及び「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」を税務署長から事前に交付を受

けている方は、未使用分の証明書及び申告書を一緒に提出してください。なお、紛失により提出でき

ない方は、税務署にご相談ください。 

 

(注) 再び居住の用に供し、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の再適用を受けようとする場合には、

確定申告が必要です。 

 

 

 


